
区公民館・公民会運営補助金 

 

区公民館及び公民会活動の円滑な推進を図り、自主的な活動を支援するため運営費を補助し

支援します。 

 

※例年 5 月 1 日現在の住民基本台帳の世帯数で算定 

１．区公民館運営補助金 

１．均等割：180,000 円 

２．施設割：180,000 円以上  

 （維持管理費の 90%以内） 

 ３．世帯数割 

（高齢化率補正：町高齢化率を 1 とし①②③に係数αを掛けて補正。αは年度の予算額

内で任意設定。） 

 

※算定例：600 世帯，維持管理費 30 万円，高齢化率α（下記計算ではα＝1.0） 

  均等割：180,000 円 

 施設割：300,000 円×0.9＝270,000 円 

 世帯数割：(①240 円×α×200 世帯)+(②130 円×α×400 世帯) 

合計：均等割 180,000 円+施設割 270,000 円+世帯数割 100,000 円＝550,000 円 

 

２．公民会運営補助金 

 １．均等割：40,000 円 

 ２．世帯数の階層ごとに加算 

 

 

 

※算定例：130 世帯の場合 

均等割：40,000 円 

世帯数加算：(①3,900 円×50 世帯)+(②3,450 円×50 世帯)+(③3,200 円×30 世帯)＝463,500 円 

合計：均等割 40,000 円+世帯数加算 463,500 円＝503,500 円 

 

担当窓口 総合政策課地域振興係 0996-24-8917 

世 帯 数 金 額 

1 世帯～200 世帯 240 円 ① 

201 世帯～800 世帯 130 円 ② 

801 世帯以上 90 円 ③ 

世 帯 数 単価 

1 世帯～50 世帯 3,900 円 ① 

51 世帯～100 世帯 3,450 円 ② 

101 世帯～200 世帯 3,200 円 ③ 

201 世帯以上 3,000 円 ④ 


